令和８年度赤い羽根共同募金助成事業　留意事項

1. 令和８年度中に実施する児童・青少年福祉活動事業へ助成します。
2. 助成申請については２万円までとする。

事業計画及び予算書
3. 事業計画は目標をはっきり書いて下さい。
4. 総予算のうち、千円未満は自己資金として下さい！
5. 計画書・予算書の提出締め切り　→　令和８年１月３０日（金）
6. 助成金の受取には学校名義またはPTAなどの団体名義の口座が必要です（個人名義の口座は不可）
7. 助成申請の流れ
・３月審査 → 決定通知 → ５月上旬に配分

事業報告及び決算書
8. 事業が終わり次第、事業報告・決算書（様式第２号）を提出
※領収書コピー、物品等写真、事業の分かる資料も添付して下さい！
・提出締め切り　→　令和９年３月２６日（金） 
9. 助成金は、繰り越すことはできませんので全額使用ください。
10. 費用（代金）の支払いがわかるレシート、または領収書等のコピーを提出ください。
11. 赤い羽根共同募金の助成事業と分かるように記載して下さい！
・物品等には｢赤い羽根共同募金助成｣シールを貼る。
※提出用に写真添付
・事業の場合は、学校だより等に下記のとおり記載ください。
※記載内容「この事業は、赤い羽根共同募金の助成を受けています。」

様式第１－Ａ号

令和８年度　共同募金「赤い羽根」申請事業計画・予算書

　１．団体概要
	学校名
	

	住　所
	〒


	担当教師名
	

	電話番号
	
	FAX番号
	

	児童数
	名
(当該年度４月現在)
	
	



　２．事業計画
	事　業　名
	

	【事業内容】







様式第１－Ｂ号

	学　校　名
	

	事　業　名
	



３．事業予算
　（収入の部）
	項　目
	予　算　額
	説　明

	赤い羽根共同募金助成金






	
	

	計
	
	



（支出の部）
	項　目
	予　算　額
	説　明

	






	
	

	計
	
	




４．備考
	











◇別表１【配分対象団体】
	○対象団体

	□　高齢者福祉施設・団体　　　　□　身体障害児者福祉施設・団体　　　　　　　　
□　知的障害児者福祉施設・団体　□　精神障害者福祉施設・団体
☑　児童少年福祉施設・団体　　　□　ＮＰＯ法人・団体
□　ボランティア団体　　　　　　□　福祉事業者団体
□　小地域団体　　　　　　　　　□　家族の会
□　町社協

	○対象団体分類






	□　高齢者〔高齢者全般〕
□　障害児・者〔障害児者全般〕
・知的障害児者　・身体障害児者　・精神障害者
☑　児童・青少年
　　　　　　　・児童　　・少年
□　住民　〔住民全般〕
　　　　　　　・ボランティア



◇別表２【対象事業】
	　○生活支援事業
　　　・サロン事業
	
□ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ　□敬老活動　□生きがいづくり

	　○社会参加事業
　　　・体験交流・イベント
　　　  　　福祉教育・学習事業
　　　・住みよいまちづくり事業
	
□福祉大会・福祉まつり　□スポーツ活動
□学習・研修　　□集い　　□ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習
□福祉マップ作成　　□環境美化活動　□防犯

	　○総合福祉的事業
　　　・児童・青少年事業
　　　・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ
育成事業

　　　・情報提供・啓発事業
　　　・その他の地域福祉事業

	
· 児童文庫・福祉図書　□学童保育　□子ども会活動

□ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成・研修　□ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ　□リーダー研修　

□広報紙　　□チラシ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ　　□ホームページ
□子育て相談・支援　□その他の地域福祉事業
□人権擁護事業　□更生保護事業



◇別表３【使途経費】
	　　・事業関係

　　・備品関係
　　・管理経費関係
	□資料購入費　　□材料等購入費　　□広報費　　□研修費　　　　　　　　　　
□資料・資材作成費
□行事用備品費　　□事務用備品費　　□スポーツ用品費
□印刷製本費　


　

様式第２号

令和８年度　共同募金「赤い羽根」事業報告・決算書

	学　校　名
	

	事　業　名
	



1． 事業報告
	









２．決算
　（収入の部）
	項　目
	決　算　額
	説　明

	赤い羽根共同募金助成金




	
	

	計
	
	



（支出の部）
	項　目
	決　算　額
	説　明

	





	
	

	計
	
	



※事業の内容がわかる資料を添付願います。
　備品等を購入した場合は、必ず赤い羽根募金の助成シールを貼ってください。
